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編　集　後　記

　平成２９年度の近畿大学教育論叢第１号を発行することになりました。本号は６本の論文を掲

載しております。年度初めのご多忙の中、原稿を執筆下さった先生方には心より感謝申し上げ

ます。

　まず、教職を志す本学の学生が３、４
　

 年次に行う「介護等体験」を、学生の「感じとる力」

を育成する学びの機会として捉え、その意義を論じた山本論文や、「不登校」という名称変更

の背景に人権擁護の捉え方があることを指摘し、不登校問題を捉える上での重要な視点として

評価した土方論文は、教職にとって人間理解がいかに重要であるかを改めて教えてくれるで

しょう。

　そして、教職課程の「英米文学概論」の授業実践に触れながら、履修学生の課題を踏まえた

効果的な指導方法を提示した堀論文では、大学教員としての授業研究の在り方を考えさせられ

ます。また、映像資料で学生の興味・関心を喚起するとともに、そこから英米文学の学修にお

いて押さえるべき点を巧みに引き出していくという手法は、他分野の授業においても示唆に富

んでいます。

　さらに、中学校理科の単元「地層の重なり」においてボーリング資料を利用した学習の効果

に注目し、その教材化を試みた吉川論文や、小・中学校における統計教育の「知識の活用」に

焦点を当て、全国学力・学習状況調査の結果に拠りながら現状と課題を分析した西仲論文、特

別支援学級におけるＡ児への発達支援の実践から、数概念の獲得における効果的な支援の方法

について考察した仲川論文では、学校教育現場での利用や課題解決に直結する実践的な研究の

成果が示されています。学習指導要領の改訂に係り、今後の展開が期待される論文です。

　以上の論文はいずれも、各先生方の研究や教育に対する熱意を感じさせる力作です。ぜひご

一読願います。

　今号には、非常勤の先生方からも投稿いただきました。査読にあたり、「ご指導よろしくお願

いします」というお言葉を頂戴しました。「指導」と言われると恐れ多いのですが、お互いの

研究関心を交流し合い、異なる視点からの指摘や助言を得ることは、時に行き詰ってしまう研

究の風通しをよくし、新たな発想や思考をもたらす刺激になるのかもしれません。研究成果の

発表だけではなく、学び合い、高め合いの機会として、『近畿大学教育論叢』をご活用いただ

ければ幸いです。
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